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市 職 員 ２ 次 募 集
平成29年度

募集期間 1月16日㊋まで
試験日 1月28日㊐（専門試験・作文試験）

試験会場 阿蘇市役所北側別館大会議室

職　種
採用予定数 職務の概要など 受　験　資　格

土木技術職 市長部局などに勤務し、専門
の技術業務に従事します。

昭和 57 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、直近 10 年のうち職務経験が 5
年以上（休職等の期間を除く。）あり、2 級以上の土木施工管理技士または
技術士（建設部門）の資格を有する人1人程度

保育士 市長部局の保育所など、保
育業務に従事します。

昭和 57 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、保育士の資格を有する人、また
は平成 29 年度実施の国家試験で取得する見込みの人2人程度

●試験区分・受験資格など

●申込書の請求方法
直接取りに来る場合 阿蘇市役所 2階　総務課人事係　に用意してあります。

郵送で請求する場合
封筒の表に「阿蘇市職員採用試験申込書請求」と朱書きし、140円切手を貼った宛先明記の
返信用封筒（Ａ 4サイズが入るもの）を同封の上、「〒 869-2695 阿蘇市役所　阿蘇市総務
課人事係」に請求してください。1 月 16 日㊋までの消印があるものに限り請求を受け付けます。

インターネットから
ダウンロードする場合

阿蘇市のホームページ（http://www.city.aso.kumamoto.jp/）にアクセスして、申込書
（PDF形式）をダウンロードしてください。なお、Ａ 4サイズの厚紙（官製はがき程度の厚
さで白紙）を使用してください。

▷ 上記試験の合格者は、２月中旬頃に阿蘇市役所で第 2次試験（面接など）を行います。

▷ 上記試験の合格者は、３月に第２次試験を行います。

阿蘇広域行政事務組合職員募集

問阿蘇広域行政事務組合事務局総務課人事係　☎ 24-5111

問市役所総務課 人事係　☎ 22-3111

区　分 職　種
採用予定数 職務の概要など 受　験　資　格

高卒程度
一般事務 事務部局・議会事務局に勤務し、一般事務

に従事します。
平成 2 年４月２日から平成１2 年４月１日まで
に生まれた人1人程度

資格免許職
介護福祉士 事務部局福祉施設に勤務し、介護に従事し

ます。
平成２年４月２日以降に生まれ、介護福祉士の
資格を有する人1人程度

募集期間 1月19日㊎ ～ 2月2日㊎まで
試験日 2月18日㊐

試験会場 大阿蘇環境センター未来館

市 一 般 任 期 付 職 員 募 集

職　種
採用予定数 採用予定日 任期 初任給 受　験　資　格

保育士 平成 30 年
４月 1 日

平成 31 年
３月 31 日まで 155,800 円

昭和 37 年４月２日以降に生まれた人で、保育士の資格を有
する人、または平成 29 年度実施の国家試験で取得する見込
みの人4人程度

●募集区分・受験資格など

募集期間 1月15日㊊～ 2月9日㊎まで
試験日 2月18日㊐（作文試験）

試験会場 阿蘇市役所北側別館大会議室

受付時間は、午前 8 時 30 分～午後 5 時（ただし、土・日・祝日は除く）

●申込方法など

申込方法

以下の①～③を持参または郵送してください。（郵送の場合封筒の表に「採用選考申込」と朱書き）
①一般任期付職員選考申込書（最近６カ月以内に撮影した写真１枚（縦 4㌢×横３㌢）を貼付。）
②エントリーシート及び志望動機等
③受験票送付用返信用封筒　（長形３号の封筒に宛先を記入のうえ 82円切手を貼付。）

申込書・エントリー
シート取得方法

１月１５日㊊より総務課人事係で配布または阿蘇市ホームページから印刷できます。（印刷する際
はA4白紙を使用）

●試験区分・受験資格など

▷ 任期は原則 1 年ですが、5 年を上限に更新する場合があります。
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市 県 民 税・国 民 健 康 保 険 税 の 申 告

２月１６日金から申告が始まります！お忘れなく !
平成 30 年度（平成 29 年分）市県民税・国民健康保険税の申告が
２月 16 日（金）から始まります。詳しくは、後日お知らせします。日
程表をご確認いただき、必要な書類を持参のうえ、申告してください。

申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

平
成
30
年
１
月
１
日
現
在
、阿
蘇
市
に
住
所

が
あ
る
人
で
次
に
該
当
す
る
人
な
ど

○�

営
業
、農
業
、不
動
産
、配
当
な
ど
の
所
得

が
あ
っ
た
人

○�

給
与
所
得
者
で
そ
の
他
の
収
入
が
あ
っ

た
人

○�

年
末
調
整
が
未
済
で
控
除
な
ど
の
追
加

が
あ
る
人

○�
公
的
年
金
受
給
者
で
社
会
保
険
料
な
ど
の
控

除
を
受
け
る
人
や
ほ
か
の
収
入
が
あ
っ
た
人

○�

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
人
で
非
課
税
所

得（
遺
族
年
金・障
害
年
金
）の
み
の
人
や

無
収
入
で
あ
っ
た
人
　

申
告
を
し
な
か
っ
た
場
合

▼
所
得
証
明
書
な
ど
の
交
付
が
で
き
ま
せ
ん
。

▼�

国
民
健
康
保
険
税
、介
護
保
険
料
、後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
、市
営
住
宅
の
家

賃
や
保
育
料
の
算
定
な
ど
多
く
の
公
的

な
手
続
き
に
支
障
を
き
た
す
場
合
が
あ

り
ま
す
。

事
業
収
入
を
有
す
る
人
へ

　

事
業
収
入
を
有
す
る
人
は
、収
支
の
確
認

に
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、事
業
用

の
通
帳
を
お
持
ち
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。併
せ
て
、平
成
29
年
１
月
１

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
記
帳
が
さ
れ
て
い

る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、長
期
間
記
帳
し
て
い
な
か
っ
た
場

合
、合
計
記
帳
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

合
計
記
帳
さ
れ
た
期
間
は
、通
帳
で
明
細
が

確
認
で
き
ま
せ
ん
の
で
、銀
行
等
の
窓
口
で

お
申
し
出
い
た
だ
き
明
細
書
を
取
得
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

雑
損
控
除
の
繰
り
越
し
に
つ
い
て

　

熊
本
地
震
に
よ
る
雑
損
控
除
を
受
け
ら

れ
た
人
で
、平
成
28
年
分
の
所
得
金
額
か
ら

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
金
額（
繰
越
控
除
）

が
あ
る
場
合
は
、申
告
に
よ
っ
て
平
成
29
年

分
の
所
得
金
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。申
告
の
際
は
昨
年
の
申
告
書
の
控

え
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

上
場
株
式
等
の
所
得
に
係
る
個

人
住
民
税
の
課
税
方
式
の
選
択

　

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得・
譲
渡
所
得
等

が
あ
る
人
は
、所
得
税
と
市・
県
民
税
と
で

異
な
る
課
税
方
式（
申
告
不
要
制
度
、申
告

分
離
課
税
、総
合
課
税
）を
選
択
で
き
ま
す
。

　

課
税
方
式
を
変
更
さ
れ
る
人
は
、納
税
通

知
書
が
送
達
さ
れ
る
ま
で（
例
年
６
月
上

旬
）に
、確
定
申
告
書
と
は
別
に
市
県
民
税

申
告
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

借金、離婚、相続、遺言、交通事故、刑事･･･など、ひとりで悩まずお気軽にご相談下さい。

受付時間：平日９時～１７時１５分　ＴＥＬ：０９６７－２２－５２２３　※完全予約制です。

※経済的に余裕がない方は、法テラスの無料法律相談

制度をご利用になれることがあります。

法律相談料が変わりました。

・初回相談が、３０分まで無料になりました！

・初回３０分超また２回目以降は３０分３５００円です。

※経済的に余裕がない方は、法テラスの無料法律相談

制度をご利用になれることがあります。お問合せ下さい。

阿蘇地域に根ざした法律事務所です。

阿蘇ひまわり基金法律事務所

〒869-2612　阿蘇市一の宮町宮地2005-8-203（阿蘇市商工会一の宮支所となり）

熊本県弁護士会所属
弁護士　森　あい（もり　あい）

熊本県弁護士会所属
弁護士　森　あい（もり　あい）

広
告

※�

身
体
の
不
自
由
な
人
や
高
齢
者
の
人
で
期

間
中
、申
告
に
お
い
で
い
た
だ
く
こ
と
が

困
難
な
場
合
は
、必
ず
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
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セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税

制（
医
療
費
控
除
の
特
例
）

　

健
康
の
維
持
増
進
及
び
疾
病
の
予
防
へ

の
取
り
組
み
と
し
て
一
定
の
取
り
組
み（
特

定
健
康
診
査
、予
防
接
種
、定
期
健
康
診
断
、

健
康
診
査
、が
ん
検
診
）を
行
っ
て
い
る
人

が
、自
己
又
は
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配

偶
者
そ
の
他
の
親
族
の
た
め
に
ス
イ
ッ
チ

Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品（
医
療
用
か
ら
転
用
さ
れ

た
医
薬
品
）の
購
入
費
を
支
払
っ
た
場
合
、

１
万
２
千
円
を
超
え
る
額（
最
高
８
万
８
千

円
）を
所
得
控
除
で
き
る
制
度
で
す
。平
成

29
年
分
の
所
得
税
、平
成
30
年
度
市
県
民
税

か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、こ
の
特
例
を
受
け
る
場
合
、申
告

の
際
に
、「
一
定
の
取
り
組
み（
特
定
健
康
診

査
、予
防
接
種
、定
期
健
康
診
断
、健
康
診

査
、が
ん
検
診
）を
行
っ
た
こ
と
の
証
明
書

（
領
収
書
や
結
果
通
知
書
）」と「
セ
ル
フ
メ

デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明
細
書
」の
添
付

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、従
来
の
医
療
費
控
除
と
の
選
択
適

用
と
な
る
た
め
、こ
の
特
例
の
適
用
を
受
け

る
場
合
、従
来
の
医
療
費
控
除
の
適
用
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

　

平
成
29
年
中
に
給
与
、賃
金
な
ど
を
支

払
っ
た
場
合
は
、「
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
」を
作
成
し
、す
べ
て
の
受
給
者
に
交
付

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
給
与
支
払
報
告
書
」は
、職
業
形

態
、支
払
い
金
額
に
か
か
わ
ら
ず
、平
成
30

年
１
月
１
日
現
在
、受
給
者
の
住
所
の
あ
る

市
町
村
に
、平
成
30
年
１
月
31
日（
水
）ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
29
年
中
に
支
払
っ
た

保
険
料・税
の
納
付
証
明
書
の
発
行

　

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
際
、

納
付
証
明
書
の
添
付
は
義
務
付
け
ら
れ
て

お
り
ま
せ
ん
が
、国
民
健
康
保
険
税・
介
護

保
険
料・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
支
払

額
を
証
明
す
る
も
の
を
必
要
と
さ
れ
る
場

合
は
、納
付
証
明
書
を
発
行（
手
数
料
は
無

料
）し
て
お
り
ま
す
の
で
、本
庁
税
務
課・
ほ

け
ん
課
又
は
支
所
窓
口
に
て
お
申
し
出
下

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

（
国
民
健
康
保
険
税
）

▽
市
役
所
税
務
課 

☎
２
２
‐
３
１
４
８

（
介
護
保
険
料・後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
） 

▽
市
役
所
ほ
け
ん
課

 

☎
２
２
‐
３
１
４
５

税
申
告
で
障
害
者
控
除
が

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

（
介
護
保
険
要
介
護
認
定
関
係
）

　

障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
て
い

な
い
場
合
で
も
、次
に
該
当
す
る
人
で
認
定

の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
人
は
、平
成
29
年

分
の
申
告
用
と
し
て「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」に
よ
り
障
害
者
控
除
を
受
け
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

認
定
書
の
交
付
を
希
望
す
る
人
は
、ほ
け

ん
課
介
護
保
険
係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●�

認
定
書
の
対
象
者（
次
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
人
）

① 

平
成
29
年
12
月
31
日
現
在（
年
の
途
中
に
死

亡
し
た
場
合
は
そ
の
日
）で
阿
蘇
市
介
護
保

険
第
１
号
被
保
険
者
に
該
当
す
る
人

②  

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、認
定
基
準

を
満
た
し
て
い
る
人（
要
支
援
は
非
該
当
）

③ 

身
体
障
害
者
手
帳・
療
育
手
帳・
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳・
戦
傷
病
者
手
帳・

原
爆
症
認
定
書
な
ど
を
所
持
し
て
い
な

い
人

●
認
定
の
基
準

　

 

基
準
に
基
づ
き
、介
護
保
険
の
認
定
情
報

な
ど
に
よ
り
審
査
し
ま
す
が
、単
に
要
介

護
度
だ
け
で
な
く
、身
体
の
障
害
の
状
態

や
認
知
症
の
状
態
に
よ
る
自
立
度
も
含

め
て
判
定
し
ま
す
。要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
で
あ
っ
て
も
、必
ず
認
定
書
の

交
付
を
受
け
ら
れ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

●
申
請
方
法

▽
申
請
者 

本
人
ま
た
は
親
族

▽
持
参
物 

介
護
保
険
証
、印
鑑

▽
申
請
先 

市
役
所
ほ
け
ん
課

※ 

申
請
用
紙
は
、ほ
け
ん
課
ま
た
は
各
支
所

市
民
係
窓
口
に
あ
り
ま
す
。市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※ 

申
請
後
、審
査
し
て
郵
送
で
交
付
し
ま

す
。窓
口
で
の
即
時
交
付
は
で
き
ま
せ
ん

の
で
、時
間
に
余
裕
を
も
っ
て
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
ほ
け
ん
課 

介
護
保
険
係

☎
２
２
‐
３
１
４
５

広
告


